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２ 防災関連行事 予定（６年度下半期） 
 原子力防災訓練
 ⑴ 期 日
   令和６年１２月１日（日）
 ⑵ 場 所
   美山支所、南丹市役所中央庁舎、丹波自然運動公園
 ⑶ 訓練目的
   原子力防災上、UPZ内における南丹市美山町の市民について、
  適時適切、安心安全に避難させるために、次の訓練を実施し、
  各流れを、住民のみならず職員についても習熟する。
  ① 情報伝達訓練  職員、美山町のUPZ内における市民の方々
  ② 屋内避難訓練    同 
  ③ 広域避難訓練  職員、各地区代表者（各区長等） 
       ④ 要配慮者支援の通信訓練  職員（福祉相談課） 2



２ 防災関連行事 予定（６年度下半期） 
⑴ 原子力防災訓練  ⑵ 訓練内容

  

3

UPZ
「Urgent Protective 
Action Planning 
Zone」とは、原子力災
害時に放射線被ばくに
よる影響を最小限に抑
えるために、緊急防護
措置を行う区域 
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訓練項目

２ 防災関連行事 予定（６年度下半期） 
⑴ 原子力防災訓練  ⑵ 訓練内容
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訓練項目

２ 防災関連行事 予定（６年度下半期） 
⑴ 原子力防災訓練  ⑵ 訓練内容
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⑴ 原子力防災訓練  ⑵ 訓練内容

  

２ 防災関連行事 予定（６年度下半期） 
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２ 防災関連行事 予定（６年度下半期） 
⑴ 原子力防災訓練  ⑵ 訓練内容
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２ 防災関連行事 予定（６年度下半期） 
 原子力防災訓練  ⑶ 情報伝達訓練

  〇 訓練放送（約８分） （令和５年度の訓練時実施した放送文）
 
 南丹市役所危機管理課から、原子力防災訓練の訓練放送を行います。 
 これは訓練放送です。これは訓練放送です。 
 福井県を震源とするマグニチュード７の地震により、高浜原子力発電所４号機において、外部電源が喪失し、設備の故障により非常用炉心冷
却装置による原子炉へのすべての注水が不能となりました。 
国より原子力緊急事態宣言が発令されました。これを受けて南丹市では、原子力発電所から概ね30㎞圏内にあたるUPZにお住まいの住民の皆様
に対し、「屋内退避指示」の訓練放送を実施します。 
 
【一呼吸間を開けて（以下「訓練放送」部分）】 
 
 これは訓練放送です。これは訓練放送です。 
 南丹市災害対策本部からお知らせします。 
 南丹市災害対策本部では、高浜原子力発電所で発生した事故に関し、次の区域の皆様に自宅などに退避していただく「屋内退避指示」を発表
しました。 
 対象区域は、次の区域を除く美山町全域です。除外区域は、白石、佐々里、原、板橋の区域です。 
 対象区域の皆様は、今後、指示があるまで家の中に入り、窓やドアを閉めて、換気をやめて下さい。 
 この区域内の事業所の皆様は、直ちに帰宅又は屋内退避して下さい。 
 この区域内に滞在している旅行者等は、直ちに帰宅して下さい。 
 屋内退避とともに、避難携行品の準備等を行って下さい。 
 その他の区域の皆様は、特別な対応の必要はありませんが、無用な外出は控えて下さい。 
 落ち着いて、防災行政無線、テレビ、ラジオなどの情報に注意して下さい。 
 
（以上、「訓練放送」部分を繰り返し）  
以上、南丹市災害対策本部からお知らせしました。 
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２ 防災関連行事 予定（６年度下半期） 
 原子力防災訓練
 ⑷ 住民避難訓練

  各地区の代表者（区長等）

避難指示（役所）

美山支所（想定̲各々の集合場所（４箇所））

各々住民の私有車

美山支所の待機所
徒 歩

美山支所の検査会場
簡易問診票   （職員）

人員点検（区長）

安定ヨウ素剤配布（職員）
通過証     （職員）

避難バス乗車

京丹波の除染会場（研修） 美山支所（想定̲淡路島）

昼食（参加者分）

12月１日（日）0710 発災（地震）
       0730 全面緊急事態
       0740 放射性物質放出開始 
       0800   同    停止
       0900 避難指示開始
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２ 防災関連行事 予定（６年度下半期） 
⑴ 原子力防災訓練  ⑸ 要配慮者の避難

  



11

２ 防災関連行事 予定（６年度下半期） 
⑴ 原子力防災訓練  ⑸ 要配慮者の避難
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２ 防災関連行事 予定（６年度下半期） 
 原子力防災訓練

  

ＵＰＺ内の災害時避難行動要支援者数
避難元市町原子力災害対策本部

屋内待避

在 宅 重 度
要 支 援 者

同居者・支援者

関係市町職員
・消防団体等

協力

社会福祉施設等

一時移転等

防災行政無線・広報車・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・緊急速報
ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ・ＴＶ・ラジオ等による情報提供

連絡等

在宅重度要配慮者の防護措置

在宅重度要配慮者については、市町村において策定する個別避難計画等に
基づき、京都府災害時要配慮者避難支援センターが調整する社会福祉施設
等へ支援者等とともに避難を実施。

対象要配慮者 対象人数

在宅要配慮者（８市町） ５５４人

医療施設入院患者 ４００人

福祉施設入所者 １，６９０人

合 計 ２，６４４人

令和５年６月現在

●避難行動要支援者の搬送手段については、在宅要配慮者を中
心にタクシー要請を行うが、医療施設、福祉施設で有する搬送
車両に不足を生じる場合は、タクシーの出動要請を行う。

南丹市
５人

２人

１９人

２６人

令和6年６月現在
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３ 国民保護協議会委員の人数変更
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○南丹市防災会議条例
                           平成18年1月1日
                             条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定
に基づき、南丹市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定
めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 南丹市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に
属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理す
る。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 京都府の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(3) 京都府警察の警察官のうちから市長が任命する者
(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育委員会のうちから市長が任命する者
(6) 消防団関係者のうちから市長が任命する者
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命
 する者

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
6 前項の委員の定数は、45人以内とする。
7 第5項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の
任期は、その前任者の残存期間とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができ
る。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、京都府の職員、市の職員、関係指
定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のう
ちから市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるも
のとする。
(委任)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に
関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第301号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行の日以後、平成25年8月9日までの間において、この条例に
よる改正後の南丹市防災会議条例(以下「新条例」という。)第3条第5項第8号
の規定により任命される者の任期は、新条例第3条第7項の規定にかかわらず、
平成25年8月9日までとする。
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○南丹市国民保護協議会条例
平成18年6月28日

条例第256号
(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関
する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、南丹市国民保
護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定め
ることを目的とする。
(委員及び専門委員)
第2条 協議会の委員の定数は、40人以内とする。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任され
るものとする。
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する
委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をするこ
とができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のとき
は、議長の決するところによる。
(幹事)
第5条 協議会に、幹事20人以内を置くことができる。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(部会)
第6条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があら
かじめ指名する者がその職務を代理する。
(委任)
第7条 前各条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会
長が協議会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第299号)
この条例は、公布の日から施行する。

「防災会議」と「国民保護協議会」は、 
国民の生命財産を守るという趣旨目的が同
類の会議であることから、同時開催をする
ことが多くあります。
 委員数についても、４５名で同数にする
ことが望ましいと考えます。

３ 国民保護協議会委員の人数変更
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４ その他
⑴ 収容避難所・臨時避難所の検討
  令和３年５月の災害対策基本法改正を受け、避難情報が改定されたこ

とや、令和６年１月に発生した「令和６年能登半島地震」による避難所
運営にかかる課題等を勘案し、南丹市の迅速かつ円滑な避難所運営を図
るため、収容避難所、臨時避難所の配置を検討する。

  
  ⇒ 警戒レベル３で高齢者など要配慮者の避難開始の判断が必要とな
   り、速やかな避難所開設が必要。
  ⇒ 配置する職員数に限界があることから、避難所設定の再考が必要。
  ⇒ ペット同室避難について検討が必要。

 紹介事項
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４ その他  紹介事項

  
⑵ 災害時応援協定の締結
 ア 災害時における手話等のコミュニケーション支援を必要とする聴覚障がい者

への支援に関する協定 
 （ア）期日：令和６年６月１８日（火） 
 （イ）協定内容 
   ａ 避難情報の提供及び誘導 
   ｂ 避難所への避難状況の確認 
   ｃ 避難所における避難生活を送るために必要な情報の提供 
   ｄ 災害発生後の事後処理、各種申請手続きの同行 

 イ 三井住友海上火災保険株式会社と水災害時の損害調査の提供に関する協定
 （ア）期日：令和６年９月１日（日） 
 （イ）協定内容 
    水災害における住民の被害に関する調査結果並びに住民から提供を受けた 
   データ及び情報の提供 
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４ その他  紹介事項

  
⑵ 災害時応援協定の締結
 ウ 災害時等におけるドローンを活用した支援活動に関する協定書 
 （ア）期日：調整中 
 （イ）協定内容 

 南丹市と
 ・一般社団法人DPCA
 ・一般社団法人 地域再生・防災ドローン利活用推進協会
 ・RUSEA 京都南丹支部 株式会社clip

    ・株式会社Fujitaka 
    ・株式会社WorldLink&Company 
    ・株式会社UNIXIA 

 とは、南丹市の区域内で危機事象、地震、風水害その他災害が発生し、又
はそのおそれがある場合におけるドローンを活用した支援活動（情報収集、
被災者の捜索救助、災害現場の地図作成支援、防災訓練への支援等）につい
て、協定を締結する。 
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４ その他  照会事項

  
⑶ ワンコイン浸水センサー
  ⇒ 国土交通省が検証中の浸水状況を検知するシステムで、ワンコイ

ン（500円）程度を目標価格にしたもの。（現状は5000円程度） 
浸水状況をリアルタイムに把握することで、迅速な災害対応や地域
への情報発信を可能にすることを目的としています。

 
参加自治体数 17市町村
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４ その他  照会事項 ⑶ ワンコイン浸水センサー

  
設置場所 センサID デバイスID QRコード画像 設置位置

横田上 2621312006 021FF55A 水路面から59cmの位置

横田下 2621312005 021FF4F9 水路面から49cmの位置

河原町上 2621312003 021FF5DC 道路の高さと同じ位置

河原町下 26213112002 021FF5CF 道路から17cm下の位置

木崎町上 2621312001 028CB765 道路の高さと同じ位置

木崎町下 2621312004 021FF5E9 道路から12cm下の位置

写真
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 ログイン後、この表示と
なります。
 これをスクロールすると。 
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南丹市の設置箇所の各大図 

新潟県の各大図 

 国土交通省は、現在検証中
のセンサーであり、実証実験

 参加者のみが閲覧可能 として
いましたが、有益な防災情報
であるため、地域の方々が
WEBで閲覧できるようにする
「一般公開」を検討中です。
 南丹市でも、有効性が確認
されたならば、防災の一助と
して活用したいと考えている。



３ 国民保護協議会
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⑷ 原子力災害対策住民避難計画の改定
平成２９年以来、未改正

・感染症対策（コロナ関係等）
・避難順路の明確化
・広域避難ガイドラインの反映
・広域避難要領の反映

主な変更点
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26Ｅｎｄ

りく・なつ同室避難推進プロジェクト 来庁_8.23（金）
プロジェクトHPより


